
自転車を安全に利用するための5つのルール
じ  てん しゃ あんぜん り  よう る   ー   る

1 自転車は車、車道を走る　車道は左を走る（車と同じ向き）
歩道は特別なときだけで歩く人を優先
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すべての自転車利用者のヘルメット着用が

努力義務となりました。ほかの安全ルールな

ど、詳しいことは川崎

区のホームページを

見てね!!
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信号を守る　「止まれ」があったら止まる　安全の確認をしよう
とと あんぜん かくにん



歩道や車道に自転車を放置してはいけません。
駐輪場（自転車を止めてよい場所）に止めましょう。
道に放置していると、自転車を回収されてしまうこ
ともあります。
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自転車押し歩きエリア
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